
＜北海道洞爺湖町 地域おこし協力隊 ７名募集＞ 

湖と山と海に囲まれた自然豊かなまち「とうやこ町」に定住を考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洞爺湖町は、北海道の中央南西部、支笏洞爺国立公園内に位置し、湖（洞爺湖）と山（有珠山）

と海（噴火湾）に囲まれた自然豊かなまちです。特に、自然景観に恵まれている洞爺湖温泉は、

国内外から多くの観光客が訪れる北海道有数の観光地となっております。 

 洞爺湖温泉の対岸にある洞爺地区では、農業が盛んで、野菜をはじめとしたいも類、豆類、水

稲等の生産と畜産が行われ、特にセルリー、赤シソは北海道でもトップクラスの生産量を誇って

おります。近年はおしゃれなカフェなどがオープンしています。 

ＪＲ洞爺駅がある虻田地区では、漁業が盛んで、噴火湾でのホタテの養殖を中心に、「ホタテ、

うに、かれい」などの水産加工業が盛んです。 

 洞爺湖町では、このまちを好きになってくれる方、就業・起業を目指す熱意のある方を募集し

ています。 

 

 

 

道の駅 とうや湖 道の駅 あぷた 

ポロモイスタジアム 洞爺湖・遊覧船・羊蹄山 



１．募集人員   地域おこし協力隊 ７名 

【・道の駅 あぷた １名  ・道の駅 とうや湖 １名 】 

【・洞爺湖有珠山ジオパーク関連業務 ２名 】 

【・NPO法人洞爺にぎわいネットワーク １名 】 

【・洞爺湖地場産品協同組合 とうやマルシェ １名 】 

【・洞爺湖漁業協同組合 １名】 

 

 

２．業務概要  

 

 ◆道の駅（あぷた・とうや湖）の運営への活動支援 

  ・商品の管理、販売及び販売促進（ポップ作成等含む）に関すること 

  ・道の駅の情報発信、ホームページ更新、観光案内業務 

  ・レストランでの食事提供業務及び厨房業務 

  ・地元の特産品を活用したレストランのメニュー開発及び加工品の開発 

  ・イベントの企画立案等 

  ・施設の維持管理業務（草刈り、除雪等含む） 

  ・地域活性化のための活動支援など 

  ※将来的には、町内での起業・就業を目指して頂きたいと考えております。 

 

 ◆洞爺湖有珠山ジオパークに係る業務への活動支援 

 ①・洞爺湖有珠山ジオパークの特徴を生かしたツアーやイベントの企画、実施 

  ・地域の体験観光に関する情報発信、関係団体間の連携強化 

  ・ジオパークのイベント・学習会等の運営補助、SNSを活用した情報発信 

  ・ジオパークガイドとしての活動（洞爺湖有珠火山マイスター資格取得への挑戦等） 

  ・その他、ジオパークの推進に関わる業務  

 ②・洞爺湖有珠山ジオパークの魅力を伝える視覚情報媒体（映像/印刷物等）の 

企画、制作、発信 

  ・ジオパークに関わるグッズの企画、制作 

  ・ジオパークのサイト（見どころ）、イベント、伝統行事、産業等の記録、発信 

  ・ジオパークのイベント・学習会等の情報発信、記録及び運営補助 

  ・ジオパークに関わる写真、動画等のアーカイブ作成 

  ・その他、ジオパークの推進に関わる業務 

※将来的には、町内での起業・就業を目指して頂きたいと考えております。 

 

◆NPO法人洞爺にぎわいネットワークへの活動支援 

・洞爺湖町内に「賑わい空間」を創出するための企画立案・運営業務 

・スポーツ観光の推進事業及び観光イベント等、町の活性化に資する業務 

・月浦運動公園の維持管理（草刈り、除雪等含む）運営業務及び事務全般 

・スポーツ大会等の誘致、運営準備、調整等の活動支援 

・ワンストップサービスサポート事業活動支援 

  ・情報発信業務 

  ※将来的には、町内での起業・就業を目指して頂きたいと考えております。 

  

 

 

 



◆洞爺湖地場産品協同組合（とうやマルシェ）の運営への活動支援 

 （おいしい地場の食材が集められた、食堂と売店が一つになった食のアンテナショップ） 

  ・商品の管理、販売及び販売促進（ポップ作成等）に関すること 

  ・地場産品の情報発信 

  ・地元の特産品を活用したレストランのメニュー開発及び加工品の開発 

  ・レストランでの食事提供業務及び厨房業務 

  ・イベントの企画立案等 

  ・地域活性化のための活動支援など 

※将来的には、町内での起業・就業を目指して頂きたいと考えております。 

 

 ◆洞爺湖漁業協同組合への活動支援 

  ・漁業組合に係る事務全般（総会資料、補助金申請等、ホームページの更新） 

  ・ワカサギ、ヒメマス、サクラマスの増養殖事業（現地での採卵や放流） 

  ・遊漁関係（遊漁者への情報提供、現地の見回り監視等） 

  ・特定外来生物（ウチダザリガニの捕獲、調査、事務処理等） 

  ・漁獲物の販売関係 

  ・地域活性化のための活動など 

  ※将来的には、町内での起業・就業を目指して頂きたいと考えております。 

 

 

３．応募手続  

 ① 応募受付期間 

令和５年６月１日（木）～令和５年６月３０日（金） 

※採用予定：令和５年８月以降 

 

② 提出書類 

  ・履歴書（写真貼付、必ず携帯以外のメールアドレスを記入すること） 

  ・運転免許証のコピーまたは住民票（運転免許証の住所と住民票の住所が違う場合は、住民

票を提出願います。） 

  ・希望の勤務地を明記して下さい。 

  ・地域おこし協力隊活動目標レポート 

   「地域おこし協力隊に活かしたい私の能力」と「将来洞爺湖町でどのように起業、就業を

したいか」のふたつをテーマとして併せて千字程度（体裁は自由）でレポートを作成し郵

送にて提出して下さい。 

   ※選考結果に関わらず、応募書類は返却しませんので御了承下さい。 

 

 ③ 申し込み・お問い合わせ先 

   〒049-5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町５８番地 

   洞爺湖町役場経済部産業振興課地域振興グループ 【担当：佐々木、大西】 

   ＴＥＬ：0142-74-3005  ＦＡＸ：0142-76-4727 

   E-mail：chiiki@town.toyako.lg.jp 

 

 

 

 

 

 



４．選考  

 ① 第１次選考 書類選考の上、概ね２週間以内に文書またはメールで通知します。 

 ② 第２次選考 第１次選考合格者を対象に、洞爺湖町役場で第２次選考試験（面接）を行い

ます。（詳細については、第１次選考結果の通知の際にお知らせします。）第２次選考試験の

ために必要な交通費等は個人負担となります。 

 ③ 最終選考結果の報告 最終結果報告は、２次選考後、概ね２週間以内に文書で通知します。 

  ※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので予めご了承下さい。 

 

 

５．募集対象  

 ① 都市地域等から洞爺湖町に住民票を異動し移住する方（お住まいの地域が過疎地域などの

条件不利地域に指定されていないこと） 

   ※都市地域等：３大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重

県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県）と政令指定都市または地方都市（過疎、山村、離

島、半島等の地域に該当しない市町村） 

② 普通自動車運転免許証を取得している方 

③ 関係機関や関係者との円滑な連携体制・協力体制を構築できる調整能力と行動力があるこ

と 

④ パソコンの一般的な活用、フェイスブック・インスタグラム・ブログ等の開設、管理がで

きる方 

⑤ 心身共に健康で誠実に業務を行うことが出来る方 

⑥ 研修等を受講し、活動期間終了時に洞爺湖町において起業・就業して定住する意欲のある

方 

⑦ 住民と協力しながら、地域を元気にするために意欲的に活動できる方 

⑧ 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

 

 

６．勤務地  洞爺湖町内 

・道の駅 あぷた                   洞爺湖町入江84番地2  

・道の駅 とうや湖                  洞爺湖町香川９番地４ 

・洞爺湖町経済部ジオパーク推進課          洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地 

・NPO法人洞爺にぎわいネットワーク         洞爺湖町洞爺湖温泉１４２番地 

・洞爺湖地場産品協同組合 とうやマルシェ      洞爺湖町洞爺湖温泉３６番地 

・洞爺湖漁業協同組合                洞爺湖及び洞爺湖町役場等 

 

 

７．勤務日及び勤務時間  

 （１）勤務日は、週５日間、勤務時間は、１日７時間・週３５時間勤務を基本とします。（標準

勤務時間：午前９時から午後５時まで） 

※業務内容や配置事業所等により土日祝祭日が休日とならない場合や勤務時間の変動があります。 

 （２）休日に勤務された場合は、代休を付与します。 

 

 

８．待遇等  

 ・月額賃金等 賃金180,000円 

・期末手当 支給率 年１．３５月 予定（勤務期間に応じて） 

 ・社会保険等（厚生年金・雇用保険・介護保険）に加入いただきます。 



 ・有給休暇、特別休暇付与 

 ・活動期間中の住居費用の内、月額５万円を上限に町が負担します。 

 ・活動車両は、自家用車両をご使用していただきます。月額１万５千円を借上料と燃料費とし

て支給します。 

 ・通信連絡費（通信費及びパソコン等借上料）月額２千円を支給します。 

 ・本町までの交通費、引越費用、建物火災保険料、生活備品、光熱水費、その他経費は本人負

担となります。 

 

 

９．雇用形態・期間等  

 ・洞爺湖町の会計年度任用職員として洞爺湖町長が任用します。 

・任用期間は、年度単位となり令和５年８月以降から令和６年３月３１日までとなりますが、

１年度毎に更新があり最長３年間（３か年度）とします。 

 ・町長は、町の職員として不適切な行動・対応・地域おこし協力隊の趣旨に適合しない活動内

容であると判断した場合は、任期を待たずに任用を取り消します。 

 

 ※２年目以降の雇用については、毎年度２月にミーティングを行い、地域貢献度等により判断

をさせていただきます。 

 

 

10．その他  

 ・募集に関する質問は、「地域おこし協力隊募集に係る質問事項について」と、見出しを付して

文書により、郵送、ファックス、又はメールで行うこととしてください。電話での質問は受

け付けませんのでご留意願います。 

 ・質問書には「質問内容」の他、「住所」「氏名」「ファックス又はEメールアドレス」を明記願

います。 

 ・質問に対する回答は、質問者にメール又はファックスで回答します。 

 

 

１１．注意事項  

 ・地域おこし協力隊は、町の職員として地域で求められる地域協力活動を行う制度です。 

  個人が希望する活動のみを行うものではありません。 

 ・洞爺湖町の地域おこし協力隊は、様々な活動に主体性をもって取り組み、自ら考え行動 

  することが求められます。 

 ・自主的な活動の時間については、配属先それぞれの状況に応じ個別に異なります。 


